




  

用

用  語  例 

この計画で使用する防災関係機関の標記は、次による。 
 標  記 機 関 名 

区 墨田区 
都 東京都 
都建設局第五建設事務所 東京都建設局第五建設事務所 
都建設局江東治水事務所 東京都建設局江東治水事務所 
都水道局墨田営業所 東京都水道局墨田営業所 
都下水道局東部第一下水道事務所 東京都下水道局東部第一下水道事務所 
都交通局（門前仲町駅務管区、馬喰駅
務管区） 

東京都交通局門前仲町駅務管区 
東京都交通局馬喰駅務管区 

警視庁第七方面本部 
本所・向島警察署 

警視庁第七方面本部 
警視庁本所警察署 
警視庁向島警察署 

東京消防庁第七消防方面本部 
本所・向島消防署 

東京消防庁第七消防方面本部 
東京消防庁本所消防署 
東京消防庁向島消防署 

陸上自衛隊 陸上自衛隊第１師団第１普通科連隊 

日本郵便本所・向島郵便局 日本郵便株式会社本所郵便局 
日本郵便株式会社向島郵便局 

東日本電信電話株式会社 東京東支店 株式会社ＮＴＴ東日本－南関東 
首都高速道路東京東局 首都高速道路株式会社東京東局 
ＪＲ両国駅 東日本旅客鉄道株式会社両国駅 
ＪＲ錦糸町駅 東日本旅客鉄道株式会社錦糸町駅 

東京ガスグループ 東京ガス株式会社 
東京ガスネットワーク株式会社 

日本通運ロジスティクス 日本通運株式会社ロジスティクス第三営業部 
東京電力パワーグリッド江東支社 東京電力パワーグリッド株式会社江東支社 
東武鉄道 東武鉄道株式会社 
京成電鉄 京成電鉄株式会社 
東京地下鉄日本橋駅務管区住吉地域 東京地下鉄株式会社日本橋駅務管区住吉地域 
東京都トラック協会墨田支部 一般社団法人東京都トラック協会墨田支部 
医師会 公益社団法人墨田区医師会 

歯科医師会 一般社団法人東京都本所歯科医師会 
公益社団法人東京都向島歯科医師会 

薬剤師会 一般社団法人墨田区薬剤師会 
柔道整復師会 公益社団法人東京都柔道整復師会墨田支部 

訪問看護協会 公益社団法人東京都訪問看護ステーション協会
墨田支部 
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第２項 危険物輸送車両等の応急対策 区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、東京消防庁第七消

防方面本部、本所・向島消防署

復旧対策

第１節 公共の安全確保、施設の本来機能の回復

第１項 公共土木施設等の復旧 区、都建設局第五建設事務所・江東治水事務所、首都高速道路東京東局

第２項 社会公共施設等の復旧 区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署

第２節 危険物等の応急措置による危険防止

第４章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確保

１ 想定される事態と認識

２ 現在の到達状況

３ 対策の方向性

４ 具体的な取組

５ 到達目標

予防対策

第１節 道路及び鉄道施設の安全化 区、都建設局第五建設事務所、首都高速道路東京東局、ＪＲ両国駅、ＪＲ

錦糸町駅、東武鉄道、京成電鉄、都交通局（門前仲町駅務管区、馬喰駅務管区）、東京地下鉄日本橋駅務管区住吉地

域

第２節 江東内部河川の整備 区、都建設局江東治水事務所

第３節 緊急輸送ネットワークの整備 各機関

第４節 ライフライン施設の安全化 都水道局墨田営業所、都下水道局東部第一下水道事務所、東京電力パワー

グリッド江東支社、東京ガスグループ、ＮＴＴ東日本

第５節 ライフライン復旧活動拠点の確保 区、都水道局墨田営業所、都下水道局東部第一下水道事務所、東

京電力パワーグリッド江東支社、東京ガスグループ、ＮＴＴ東日本

第６節 エネルギーの確保 区、都水道局墨田営業所、都下水道局東部第一下水道事務所、東京電力パワーグリッ

ド江東支社、東京ガスグループ

応急対策

第１節 道路・橋梁

第１項 交通規制 警視庁第七方面本部、本所・向島警察署

第２項 道路障害物の除去 区、都建設局第五建設事務所

第２節 鉄道施設

第１項 東日本旅客鉄道施設応急対策計画 ＪＲ両国駅、ＪＲ錦糸町駅

第２項 東武鉄道応急対策計画 東武鉄道

第３項 京成電鉄応急対策計画 京成電鉄

第４項 都営地下鉄応急対策計画 都交通局（門前仲町駅務管区、馬喰駅務管区）

第５項 東京メトロ応急対策計画 東京地下鉄日本橋駅務管区住吉地域

第３節 防災船着場・臨時離着陸場 区、都建設局第五建設事務所
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第１項 防災船着場の運用

第２項 臨時離着陸場の選定

第４節 ライフライン施設の応急対策

第１項 水道施設 都水道局（東部第一支所、墨田営業所）

第２項 下水道施設 都下水道局東部第一下水道事務所

第３項 電気施設 東京電力パワーグリッド江東支社

第４項 ガス施設 東京ガスグループ

第５項 電気及びガス施設消防活動計画 東京消防庁第七消防方面本部、本所・向島消防署、東京電力パ

ワーグリッド江東支社、東京ガスグループ

第５節 エネルギーの確保 区、都水道局墨田営業所、都下水道局東部第一下水道事務所、東京電力パワーグリッ

ド江東支社、東京ガスグループ

復旧対策

第１節 道路・橋梁 区、都建設局第五建設事務所、首都高速道路東京東局

第２節 鉄道施設 ＪＲ両国駅、ＪＲ錦糸町駅、東武鉄道、京成電鉄、都交通局（門前仲町駅務管区、馬喰駅務管区）、

東京地下鉄日本橋駅務管区住吉地域

第３節 河川施設等 都建設局第五建設事務所・江東治水事務所

第４節 ライフライン施設の復旧対策

第１項 水道施設 都水道局

第２項 下水道施設 都下水道局東部第一下水道事務所

第３項 電気・ガス・通信施設 東京電力パワーグリッド江東支社、東京ガスグループ、ＮＴＴ東日本

第５節 エネルギーの確保

第５章 津波等対策

１ 想定される事態と認識

２ 現在の到達状況

３ 対策の方向性

４ 具体的な取組

５ 到達目標

予防対策

第１節 河川施設等の整備

第２節 水防活動（活動方針・水防組織・資器材の整備等） 区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察

署、東京消防庁第七消防方面本部、本所・向島消防署、都建設局第五建設事務所・江東治水事務所

第３節 津波避難対策 区、都建設局第五建設事務所・江東治水事務所

応急対策

第１節 河川施設等の応急対策 区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、東京消防庁第七消防方面本部、本

所・向島消防署、都建設局第五建設事務所・江東治水事務所

第２節 津波警報・注意報等の伝達体制 区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、東京消防庁第七消防

方面本部、本所・向島消防署、都建設局第五建設事務所・江東治水事務所

第３節 津波に対する避難誘導態勢 区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、東京消防庁第七消防方面本

部、本所・向島消防署
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第３項 社会公共施設等 区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、医師会

第２節 危険物等の応急措置による危険防止

第１項 危険物施設、高圧ガス、毒物・劇物取扱施設等の応急措置 区、東京消防庁第七消防方

面本部、本所・向島消防署、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、都下水道局東部第一下水道事務所

第２項 危険物輸送車両等の応急対策 区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、東京消防庁第七消

防方面本部、本所・向島消防署

復旧対策

第１節 公共の安全確保、施設の本来機能の回復

第１項 公共土木施設等の復旧 区、都建設局第五建設事務所・江東治水事務所、首都高速道路東京東局

第２項 社会公共施設等の復旧 区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署

第２節 危険物等の応急措置による危険防止

第４章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確保

１ 想定される事態と認識

２ 現在の到達状況

３ 対策の方向性

４ 具体的な取組

５ 到達目標

予防対策

第１節 道路及び鉄道施設の安全化 区、都建設局第五建設事務所、首都高速道路東京東局、ＪＲ両国駅、ＪＲ

錦糸町駅、東武鉄道、京成電鉄、都交通局（門前仲町駅務管区、馬喰駅務管区）、東京地下鉄日本橋駅務管区住吉地

域

第２節 江東内部河川の整備 区、都建設局江東治水事務所

第３節 緊急輸送ネットワークの整備 各機関

第４節 ライフライン施設の安全化 都水道局墨田営業所、都下水道局東部第一下水道事務所、東京電力パワー

グリッド江東支社、東京ガスグループ、ＮＴＴ東日本

第５節 ライフライン復旧活動拠点の確保 区、都水道局墨田営業所、都下水道局東部第一下水道事務所、東

京電力パワーグリッド江東支社、東京ガスグループ、ＮＴＴ東日本

第６節 エネルギーの確保 区、都水道局墨田営業所、都下水道局東部第一下水道事務所、東京電力パワーグリッ

ド江東支社、東京ガスグループ

応急対策

第１節 道路・橋梁

第１項 交通規制 警視庁第七方面本部、本所・向島警察署

第２項 道路障害物の除去 区、都建設局第五建設事務所

第２節 鉄道施設

第１項 東日本旅客鉄道施設応急対策計画 ＪＲ両国駅、ＪＲ錦糸町駅

第２項 東武鉄道応急対策計画 東武鉄道

第３項 京成電鉄応急対策計画 京成電鉄

第４項 都営地下鉄応急対策計画 都交通局（門前仲町駅務管区、馬喰駅務管区）

第５項 東京メトロ応急対策計画 東京地下鉄日本橋駅務管区住吉地域

第３節 防災船着場・臨時離着陸場 区、都建設局第五建設事務所
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第１項 防災船着場の運用

第２項 臨時離着陸場の選定

第４節 ライフライン施設の応急対策

第１項 水道施設 都水道局（東部第一支所、墨田営業所）

第２項 下水道施設 都下水道局東部第一下水道事務所

第３項 電気施設 東京電力パワーグリッド江東支社

第４項 ガス施設 東京ガスグループ

第５項 電気及びガス施設消防活動計画 東京消防庁第七消防方面本部、本所・向島消防署、東京電力パ

ワーグリッド江東支社、東京ガスグループ

第５節 エネルギーの確保 区、都水道局墨田営業所、都下水道局東部第一下水道事務所、東京電力パワーグリッ

ド江東支社、東京ガスグループ

復旧対策

第１節 道路・橋梁 区、都建設局第五建設事務所、首都高速道路東京東局

第２節 鉄道施設 ＪＲ両国駅、ＪＲ錦糸町駅、東武鉄道、京成電鉄、都交通局（門前仲町駅務管区、馬喰駅務管区）、

東京地下鉄日本橋駅務管区住吉地域

第３節 河川施設等 都建設局第五建設事務所・江東治水事務所

第４節 ライフライン施設の復旧対策

第１項 水道施設 都水道局

第２項 下水道施設 都下水道局東部第一下水道事務所

第３項 電気・ガス・通信施設 東京電力パワーグリッド江東支社、東京ガスグループ、ＮＴＴ東日本

第５節 エネルギーの確保

第５章 津波等対策

１ 想定される事態と認識

２ 現在の到達状況

３ 対策の方向性

４ 具体的な取組

５ 到達目標

予防対策

第１節 河川施設等の整備

第２節 水防活動（活動方針・水防組織・資器材の整備等） 区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察

署、東京消防庁第七消防方面本部、本所・向島消防署、都建設局第五建設事務所・江東治水事務所

第３節 津波避難対策 区、都建設局第五建設事務所・江東治水事務所

応急対策

第１節 河川施設等の応急対策 区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、東京消防庁第七消防方面本部、本

所・向島消防署、都建設局第五建設事務所・江東治水事務所

第２節 津波警報・注意報等の伝達体制 区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、東京消防庁第七消防

方面本部、本所・向島消防署、都建設局第五建設事務所・江東治水事務所

第３節 津波に対する避難誘導態勢 区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、東京消防庁第七消防方面本

部、本所・向島消防署
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復旧対策

第１節 河川管理施設の応急復旧、緊急工事等 区、都建設局第五建設事務所・江東治水事務所

第２節 被災者の他地区への移送

第６章 広域的な視点からの応急対応力の強化

１ 想定される事態と認識

２ 現在の到達状況

３ 対策の方向性

４ 具体的な取組

５ 到達目標

予防対策

第１節 初動対応体制の整備

第１項 区庁舎の整備 区

第２項 発災時の受援体制の整備 区

第３項 防災訓練 区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、東京消防庁第七消防方面本部、本所・向島消

防署

第２節 事業継続計画の策定

第１項 区政のＢＣＰ等の策定 区

第２項 事業者のＢＣＰの策定 区

第３節 消火・救助・救急活動体制の整備 陸上自衛隊、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、東京消防

庁第七消防方面本部、本所・向島消防署

第４節 広域連携体制の構築 区

第５節 応急活動拠点等の設備

第１項 オープンスペースの確保 区、東京消防庁第七方面本部、本所・向島消防署

第２項 医療機関近接ヘリコプター緊急離着陸場 区、陸上自衛隊、警視庁第七方面本部、本所・向

島警察署、東京消防庁第七消防方面本部、本所・向島消防署

第３項 大規模救出救助活動拠点 区、陸上自衛隊、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、東京消防庁

第七消防方面本部、本所・向島消防署

第４項 ヘリサインの設置 区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、東京消防庁第七消防方面本部、本

所・向島消防署

応急対策

第１節 活動体制

第１項 墨田区災害対策本部の組織・運営

第２項 区防災会議の招集 区、各機関

第３項 防災機関の活動体制 各機関

第２節 警視庁による警備活動 警視庁第七方面本部、本所・向島警察署

第３節 東京消防庁による消火・救助・救急活動 東京消防庁第七消防方面本部、本所・向島消防署

第４節 応援協力・派遣要請

第１項 応援協力 各機関

第２項 他区市町村協力 区

第３項 民間協力 各機関
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第４項 各機関の経費負担 各機関

第５項 警察災害派遣隊の派遣要請（警視庁） 区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署

第６項 緊急消防援助隊に対する応援要請（東京消防庁） 区、東京消防庁第七消防方面本部、本

所・向島消防署

第７項 自衛隊への災害派遣要請 区、陸上自衛隊

第５節 労働力の確保 区

第６節 応急活動拠点の使用調整 区、陸上自衛隊、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、東京消防庁第七

消防方面本部、本所・向島消防署

復旧対策

第１節 活動体制

第２節 警視庁による警備活動

第３節 東京消防庁による救助・救急活動

第４節 応援協力・派遣要請

第５節 労働力の確保

第６節 応急活動拠点の使用調整

第７章 情報通信の確保

１ 想定される事態と認識

２ 現在の到達状況

３ 対策の方向性

４ 具体的な取組

５ 到達目標

予防対策

第１節 防災機関相互の情報通信連絡体制の整備 区、各機関

第２節 区民等への情報提供体制の整備 区

第３節 区民相互の情報連絡等の環境整備 区

応急対策

第１節 情報連絡体制 各機関

第２節 災害に関する情報の収集・伝達 各機関

第３節 被害状況等の報告体制 区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、東京消防庁第七消防方面本部、本

所・向島消防署

第４節 広報及び広聴活動 区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、東京消防庁第七消防方面本部、本所・

向島消防署

第５節 区民相互の情報連絡等 区、ＮＴＴ東日本

復旧対策

第１節 情報連絡体制

第２節 災害に関する情報の収集・伝達

第３節 被害状況等の報告体制

第４節 広報及び広聴活動

第５節 区民相互の情報連絡等
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復旧対策

第１節 河川管理施設の応急復旧、緊急工事等 区、都建設局第五建設事務所・江東治水事務所

第２節 被災者の他地区への移送

第６章 広域的な視点からの応急対応力の強化

１ 想定される事態と認識

２ 現在の到達状況

３ 対策の方向性

４ 具体的な取組

５ 到達目標

予防対策

第１節 初動対応体制の整備

第１項 区庁舎の整備 区

第２項 発災時の受援体制の整備 区

第３項 防災訓練 区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、東京消防庁第七消防方面本部、本所・向島消

防署

第２節 事業継続計画の策定

第１項 区政のＢＣＰ等の策定 区

第２項 事業者のＢＣＰの策定 区

第３節 消火・救助・救急活動体制の整備 陸上自衛隊、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、東京消防

庁第七消防方面本部、本所・向島消防署

第４節 広域連携体制の構築 区

第５節 応急活動拠点等の設備

第１項 オープンスペースの確保 区、東京消防庁第七方面本部、本所・向島消防署

第２項 医療機関近接ヘリコプター緊急離着陸場 区、陸上自衛隊、警視庁第七方面本部、本所・向

島警察署、東京消防庁第七消防方面本部、本所・向島消防署

第３項 大規模救出救助活動拠点 区、陸上自衛隊、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、東京消防庁

第七消防方面本部、本所・向島消防署

第４項 ヘリサインの設置 区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、東京消防庁第七消防方面本部、本

所・向島消防署

応急対策

第１節 活動体制

第１項 墨田区災害対策本部の組織・運営

第２項 区防災会議の招集 区、各機関

第３項 防災機関の活動体制 各機関

第２節 警視庁による警備活動 警視庁第七方面本部、本所・向島警察署

第３節 東京消防庁による消火・救助・救急活動 東京消防庁第七消防方面本部、本所・向島消防署

第４節 応援協力・派遣要請

第１項 応援協力 各機関

第２項 他区市町村協力 区

第３項 民間協力 各機関
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第４項 各機関の経費負担 各機関

第５項 警察災害派遣隊の派遣要請（警視庁） 区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署

第６項 緊急消防援助隊に対する応援要請（東京消防庁） 区、東京消防庁第七消防方面本部、本

所・向島消防署

第７項 自衛隊への災害派遣要請 区、陸上自衛隊

第５節 労働力の確保 区

第６節 応急活動拠点の使用調整 区、陸上自衛隊、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、東京消防庁第七

消防方面本部、本所・向島消防署

復旧対策

第１節 活動体制

第２節 警視庁による警備活動

第３節 東京消防庁による救助・救急活動

第４節 応援協力・派遣要請

第５節 労働力の確保

第６節 応急活動拠点の使用調整

第７章 情報通信の確保

１ 想定される事態と認識

２ 現在の到達状況

３ 対策の方向性

４ 具体的な取組

５ 到達目標

予防対策

第１節 防災機関相互の情報通信連絡体制の整備 区、各機関

第２節 区民等への情報提供体制の整備 区

第３節 区民相互の情報連絡等の環境整備 区

応急対策

第１節 情報連絡体制 各機関

第２節 災害に関する情報の収集・伝達 各機関

第３節 被害状況等の報告体制 区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、東京消防庁第七消防方面本部、本

所・向島消防署

第４節 広報及び広聴活動 区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、東京消防庁第七消防方面本部、本所・

向島消防署

第５節 区民相互の情報連絡等 区、ＮＴＴ東日本

復旧対策

第１節 情報連絡体制

第２節 災害に関する情報の収集・伝達

第３節 被害状況等の報告体制

第４節 広報及び広聴活動

第５節 区民相互の情報連絡等
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第８章 医療救護・保健等対策

１ 想定される事態と認識

２ 現在の到達状況

３ 対策の方向性

４ 具体的な取組

５ 到達目標

予防対策

第１節 初動医療体制の整備

第１項 情報連絡体制等の確保 区、東京消防庁第七消防方面本部、本所・向島消防署、医師会、歯科医師

会、薬剤師会、柔道整復師会、訪問看護協会

第２項 医療救護活動の確保 区、東京消防庁第七消防方面本部、本所・向島消防署、医師会、歯科医師会、

薬剤師会、柔道整復師会、訪問看護協会

第３項 負傷者等の搬送体制の整備 区、東京消防庁第七消防方面本部、本所・向島消防署、医師会

第４項 保健衛生体制の整備 区、医師会、歯科医師会、薬剤師会、柔道整復師会、訪問看護協会

第５項 防疫体制の整備 区、医師会、歯科医師会、薬剤師会、柔道整復師会、訪問看護協会

第２節 医薬品・医療資器材の確保 区、医師会、歯科医師会、薬剤師会、柔道整復師会、訪問看護協会

第３節 遺体の取扱い 区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、医師会、歯科医師会

応急対策

第１節 初動医療救護体制等

第１項 医療情報の収集伝達 区、医師会、歯科医師会、薬剤師会、柔道整復師会、訪問看護協会

第２項 初動医療体制 区、東京消防庁第七消防方面本部、本所・向島消防署、医師会、歯科医師会、薬剤師

会、柔道整復師会、訪問看護協会

第３項 負傷者等の搬送体制 区、東京消防庁第七消防方面本部、本所・向島消防署、医師会

第２節 医薬品・医療資器材の供給 区、医師会、歯科医師会、薬剤師会

第３節 遺体の捜索、収容及び検視・検案・身元確認等 区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、

医師会、歯科医師会

復旧対策

第１節 防疫・保健活動 区

第１項 防疫

第２項 保健活動

第２節 医薬品・医療資器材の供給

第３節 火葬等 区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署

第９章 帰宅困難者対策

１ 想定される事態と認識

２ 現在の到達状況

３ 対策の方向性

４ 具体的な取組

５ 到達目標

予防対策

第１節 東京都帰宅困難者対策条例の周知徹底
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第１項 区における帰宅困難者 区

第２項 意識啓発 各機関

第３項 東京都帰宅困難者対策条例の周知徹底 各機関

第４項 事業者における施設内待機計画の策定 各機関

第５項 駅前滞留者対策協議会の設置 各機関

第６項 集客施設及び駅等の利用者保護 各機関

第７項 学校・幼稚園・保育園等における幼児・児童・生徒等の安全確保 区

第８項 区民における準備 区

第２節 帰宅困難者への情報通信体制整備 区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、ＪＲ両国駅、ＪＲ

錦糸町駅、東武鉄道、京成電鉄、都交通局（門前仲町駅務管区、馬喰駅務管区）、東京地下鉄日本橋駅務管区住吉地

域、ＮＴＴ東日本

第３節 一時滞在施設の確保及び運営の支援 区

第４節 徒歩帰宅支援のための体制整備 区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、ＪＲ両国駅、ＪＲ錦

糸町駅、東武鉄道、京成電鉄、都交通局（門前仲町駅務管区、馬喰駅務管区）、東京地下鉄日本橋駅務管区住吉地

域、ＮＴＴ東日本

応急対策

第１節 帰宅困難者対策オペレーションシステム等を活用した初動対応

第１項 帰宅困難者対策オペレーションシステム 区

第２項 一時滞在施設の開設・帰宅困難者の保護 区

第３項 帰宅困難者・一時滞在施設への情報提供 区

第２節 事業所等における帰宅困難者対策 区

第３節 駅周辺の混乱防止対策

第１項 駅周辺の混乱防止対策 区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、東京消防庁第七消防方面本

部、本所・向島消防署、ＪＲ両国駅、ＪＲ錦糸町駅、東武鉄道、京成電鉄、都交通局（門前仲町駅務管区、馬

喰駅務管区）、東京地下鉄日本橋駅務管区住吉地域

第２項 集客施設及び駅等における利用者保護 各機関

復旧対策

第１節 安全な帰宅の推進 区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、東京消防庁第七消防方面本部、本所・

向島消防署、ＪＲ両国駅、ＪＲ錦糸町駅、東武鉄道、京成電鉄、都交通局（門前仲町駅務管区、馬喰駅務管区）、東

京地下鉄日本橋駅務管区住吉地域

第２節 徒歩帰宅者の支援 区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、東京消防庁第七消防方面本部、本所・

向島消防署

第１０章 避難者対策

１ 想定される事態と認識

２ 現在の到達状況

３ 対策の方向性

４ 具体的な取組

５ 到達目標

予防対策

第１節 避難体制
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第８章 医療救護・保健等対策

１ 想定される事態と認識

２ 現在の到達状況

３ 対策の方向性

４ 具体的な取組

５ 到達目標

予防対策

第１節 初動医療体制の整備

第１項 情報連絡体制等の確保 区、東京消防庁第七消防方面本部、本所・向島消防署、医師会、歯科医師

会、薬剤師会、柔道整復師会、訪問看護協会

第２項 医療救護活動の確保 区、東京消防庁第七消防方面本部、本所・向島消防署、医師会、歯科医師会、

薬剤師会、柔道整復師会、訪問看護協会

第３項 負傷者等の搬送体制の整備 区、東京消防庁第七消防方面本部、本所・向島消防署、医師会

第４項 保健衛生体制の整備 区、医師会、歯科医師会、薬剤師会、柔道整復師会、訪問看護協会

第５項 防疫体制の整備 区、医師会、歯科医師会、薬剤師会、柔道整復師会、訪問看護協会

第２節 医薬品・医療資器材の確保 区、医師会、歯科医師会、薬剤師会、柔道整復師会、訪問看護協会

第３節 遺体の取扱い 区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、医師会、歯科医師会

応急対策

第１節 初動医療救護体制等

第１項 医療情報の収集伝達 区、医師会、歯科医師会、薬剤師会、柔道整復師会、訪問看護協会

第２項 初動医療体制 区、東京消防庁第七消防方面本部、本所・向島消防署、医師会、歯科医師会、薬剤師

会、柔道整復師会、訪問看護協会

第３項 負傷者等の搬送体制 区、東京消防庁第七消防方面本部、本所・向島消防署、医師会

第２節 医薬品・医療資器材の供給 区、医師会、歯科医師会、薬剤師会

第３節 遺体の捜索、収容及び検視・検案・身元確認等 区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、

医師会、歯科医師会

復旧対策

第１節 防疫・保健活動 区

第１項 防疫

第２項 保健活動

第２節 医薬品・医療資器材の供給

第３節 火葬等 区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署

第９章 帰宅困難者対策

１ 想定される事態と認識

２ 現在の到達状況

３ 対策の方向性

４ 具体的な取組

５ 到達目標

予防対策

第１節 東京都帰宅困難者対策条例の周知徹底
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第１項 区における帰宅困難者 区

第２項 意識啓発 各機関

第３項 東京都帰宅困難者対策条例の周知徹底 各機関

第４項 事業者における施設内待機計画の策定 各機関

第５項 駅前滞留者対策協議会の設置 各機関

第６項 集客施設及び駅等の利用者保護 各機関

第７項 学校・幼稚園・保育園等における幼児・児童・生徒等の安全確保 区

第８項 区民における準備 区

第２節 帰宅困難者への情報通信体制整備 区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、ＪＲ両国駅、ＪＲ

錦糸町駅、東武鉄道、京成電鉄、都交通局（門前仲町駅務管区、馬喰駅務管区）、東京地下鉄日本橋駅務管区住吉地

域、ＮＴＴ東日本

第３節 一時滞在施設の確保及び運営の支援 区

第４節 徒歩帰宅支援のための体制整備 区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、ＪＲ両国駅、ＪＲ錦

糸町駅、東武鉄道、京成電鉄、都交通局（門前仲町駅務管区、馬喰駅務管区）、東京地下鉄日本橋駅務管区住吉地

域、ＮＴＴ東日本

応急対策

第１節 帰宅困難者対策オペレーションシステム等を活用した初動対応

第１項 帰宅困難者対策オペレーションシステム 区

第２項 一時滞在施設の開設・帰宅困難者の保護 区

第３項 帰宅困難者・一時滞在施設への情報提供 区

第２節 事業所等における帰宅困難者対策 区

第３節 駅周辺の混乱防止対策

第１項 駅周辺の混乱防止対策 区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、東京消防庁第七消防方面本
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